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第第第第    ５５５５    回回回回    第第第第    ２２２２    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２６年５月２０日（火）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25伊藤
い と う

 武則
たけのり

・26稲葉
い な ば

 和久
かずひさ

・27大井
お お い

 一司
か ず し

・28鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

 

29田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

 

33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36井谷
い た に

  功
いさお

・37岸野
き し の

 隆夫
た か お

 

38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39藤田
ふ じ た

  武
たけし

・40結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

47中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

                                    以上１７名 

 

欠 席 部 会 委 員   

 

出席部会員外委員  34浅井
あ さ い

  競
きそお

 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村事務局次長・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：前田担当副主幹 

          美杉：小林担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ２７ 大井
お お い

 一司
か ず し

・３７ 岸野
き し の

 隆夫
た か お

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第７号 農業生産法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・地上権） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 買受適格証明願いについて（競売・公売） 
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 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   皆さん、第５回第２農地部会を参加いただきましてありがとうございます。 

       まず、議事録署名者を指名させていただきます。 

       ２７番 大井委員、３７番 岸野委員、よろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第７

号につきまして事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   座って説明させていただきますので、お願いします。 

       それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から５で、件数は５件、合計面積が１１，９０６㎡で全て田になりま

す。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

       続きまして、２ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から７で、４ページになりますが、合計で件数は７件、面積は 

２２，７７４．３㎡で、その内訳としまして、田が１７，９５０．３㎡、畑が   

４，８２４㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございまして、いずれもあっせんの希

望はありません。 

       なお、番号１につきましては、一部の土地で現況が宅地になっておりますこ

とから転用申請をするよう指導しております。 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、番号２とも転用目的は、貸駐車場用地で、件数はこの２件で、合計

面積は、田で１，０７５㎡でございます。 

       続いて、６ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１は、一般個人住宅用地、番号２は、建売分譲住宅用地、番号３と番号

４は、一般個人住宅用地、番号５は、駐車場及び小屋用地です。 

       以上件数は５件で、合計面積が４，５９８㎡、この内訳としまして、田が  

２，４４３㎡、畑が５８６㎡、その他ですけれども、これは台帳地目が原野で、

現況地目が畑でございますが１，５６９㎡でございます。 

       続きまして、７ページをお願いいたします。 
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       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地の１件で、面積は、畑で４５９㎡でございます。 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権移転についてでございます。 

       番号１、権利者     、取得年月日 昭和６３年１０月１日、この１件

で、面積は、畑で３．３０㎡です。 

       当時、義務者である    と土地を交換したものの、錯誤によって当該土

地の所有権移転登記がされないままとなっておりまして、権利者は、これに気

づかずに２０年以上にわたり平穏・公然に占有してきたということです。この

ため、取得時効が完成していると判断されるものであります。 

       続きまして、９ページをお願いいたします。 

       報告第７号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

        番号１、有限会社     、主たる耕作物は水稲、耕作面積は田で    

１．２ha。 

       番号２、有限会社     、主たる耕作物は水稲、麦、耕作面積は田で８

７ha、畑で３ha、合計９０ha。 

       以上件数は２件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員要件、

業務執行役員要件の全てを満たしているものと判断されます。 

       報告案件について、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       ただいま事務局から報告がありましたとおりでございますので、よろしくお

願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １０ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 久居北口町駒ヶ谷   、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積２６４㎡です。 

       これにつきましては、申請地を駐車可能台数３台程度の貸駐車場用地とする

ものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、申請者     、申請地 稲葉町稲初垣内   、

台帳地目・現況地目とも田で、面積１８㎡ 外３筆で、合計面積が８７２㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。転用箇

所は２カ所に分かれておりまして、１カ所のパネル設置面積は１７４．９㎡で

転用面積の４０．４％。もう１カ所のパネル設置面積は１３８．２㎡で、効率

のよい採光、土地の形状等の条件を考慮した結果、転用面積の３１．５％とな

っております。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 大井、申請者     、申請地 一志町大仰山手   、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積２８１㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とし、隣接宅地と一体利用

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号４、地区 大三、申請者     、申請地 白山町岡八千代垣内   、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積３５０㎡ 外２筆で、合計面積４５４㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 大三、申請者     、申請地 白山町二本木野房   、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積３．３０㎡。 

       これにつきましては、報告第６号にありました時効取得により所有権を移転

した案件ですが、申請地を駐車場用地の一部とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

       以上件数は５件で、合計面積は１，８７４．３㎡、その内訳としまして、田

が８７２㎡、畑が１，００２．３㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員の

ご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井です。去る５月１５日に、久居支所の職員の方と現地確認に行

ってまいりました。場所は、国道１６５号線の北の方にあって、    とい

うのが北口町にあるんですけれども、    のさらに北側ということで、特

に現地確認の結果問題ないと思います。貸し駐車場ということで、舗装はせず、

採石を置いて、雨水を浸透させるということで、特に問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。番号１番と同じ日に現地確認に行ってまいりました。場

所は、下稲葉地区になりまして、周辺には一般個人住宅が建っており、別に問

題はないかと思われますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

上川委員   ３１番 上川です。１５日に地元委員と事務局で行ってきました。場所は大

井の    という寺で、昭和の初期からもう建っておったようです。現在、

私達が行ったときは更地でした。今、始末書等出ておりますので、何ら問題

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。４番、５番お願いします。 

 

井谷委員   ３６番 井谷です。お願いします。 

 

井谷委員   ４番ですが、グリーンロードが国道１６５号線に接続しておるんですが、そ

の信号からちょっと青山の方へ戻ってもらったところです。息子の家を建てる

ようですが、このような形で雨水とか汚水については、浄化槽が端まで来てい

ますので問題ないと、こういうふうに思います。１点は、着工が早いというこ
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とで、始末書が要るということで、書類を出すように    と    には

申し入れました。それでないとだめですということになります。 

       それから、５番ですけれども、旧道です。    の西側になるんですが、

旧道に沿ったところでございます。何ら問題ございませんので、よろしくお願

いいたします。 

       
議  長   はい、ありがとうございました。ただいま地元委員から説明ございましたが、

皆さん方のご意見をお伺いします。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、１１ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役      、

渡人     、申請地 久居野村町北小膳田   、台帳地目 田、現況地

目 雑種地、面積１０７㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、分譲宅地への進

入路用地とするものです。ただ、既に転用されておりまして、受人から経緯書

が提出されておりますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町上

出   、台帳地目・現況地目とも畑で、面積４２㎡ 外２筆で、合計面積      

５１７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、事務所用地とす

るものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 竹原、受人     、渡人     、申請地 美杉町竹

原井手添   、台帳地目・現況地目とも畑で、面積が２，５６１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接地を含めて

敷地面積４，３３０㎡の太陽光発電施設用地とするものです。申請地部分のパ

ネル設置面積は１，６２３．４８㎡で、転用面積の６３．４％になります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件で、合計面積が３，１８５㎡、その内訳は田が１０７㎡、

畑が３，０７８㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。１５日に現地確認に行ってまいりました。場所は 

    の入り口方面にあります、    というお医者さんのすぐ横にあり

ます。ちょっと裏で工事しておりましたけれども、何ら問題ないと思いますの

で、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。これも１番と同じ日に現地確認に行ってまいりました。

場所は国道１６５号線沿いで、    があるんですけれども、それから東へ

１ｋｍぐらい行きますと長野川にかかっておる    、その東約６００ｍの

上出という在所があるわけですけれども、周辺がアパートとか、一般の住宅が

建っており、詳細については、事務局の説明どおりですので、よろしくご審議

お願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。３番、お願いします。 

 

藤田委員   ３９番 藤田でございます。１５日に会長並びに部会長、事務局とともに現

地に行きました。この隣は、既に太陽光発電施設があり、パターゴルフ場、そ

れから、河川敷に囲まれておるということでございますので、何ら問題生じる

ことはないと思いますので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員の説明がございましたが、皆さん

方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・地上権）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・地上権）でございます。 

       番号１、地区 大三、借り人     株式会社 代表取締役     、貸

し人     、申請地 白山町三ヶ野塩売坂   、台帳地目・現況地目と

も畑で、面積１，０７７㎡です。 
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       これにつきましては、借り人は、貸し人と２２年間の地上権設定契約をし、

申請地を隣接山林と一体利用の上で、敷地面積が７，５００㎡余りの太陽光発

電施設用地とするものです。申請地部分のパネル設置面積が５００㎡で、転用

面積の４６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

井谷委員   ３１番 井谷です。１５日に会長、副会長、地元委員、事務局で現地へ行っ

てきました。場所は、国道１６５号線沿いで、白山の方に入ってもらって、ず

っと上ってもらうと    の手前を市道を東の方へ入ったところの、ちょう

ど山の上のほうなんですが、あそこに地域の集落があるんですけれども、そこ

の一角であります。面積的にそれぞれ見ていただいて、何ら問題ないと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については、許可することと決定

したいと思います。 

       引き続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 川合、借り人     、貸し人     、申請地 一志

町八太西川原   、台帳地目 田、現況地目 畑、面積２７５㎡です。 

       これにつきましては、借り人は、義理の父親である貸し人と２０年間の使用

貸借契約をし、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会

っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。 
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田中委員   ３２番 田中です。５月１５日午後、委員４名と事務局１名で現地を確認い

たしました。場所は、    から東へ５００ｍほどのところでございます。

内容につきましては、事務局の説明どおりですので、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

       以上です。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお伺いします。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することと決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第５号 非農地証明願を議題とします。事務局、説明

願います。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 川合、願出者     、申請地 一志町小山前田   、

台帳地目 田、現況地目 宅地、面積９７０㎡です。 

       これにつきましては、固定資産課税台帳記載事項証明書によりまして、昭和

４５年から申請地に建物が建築されていることが確認できます。津市農業委員

会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により、当該土地が農地

以外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 

       続きまして、番号２です。地区 川口、願出者     、申請地 白山町

川口砂留   、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積３０４㎡。 

       これにつきましては、昭和６０年５月３日撮影の航空写真によりまして、申

請地に建物が建築されていることが確認できます。津市農業委員会非農地証明

事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により、当該土地が農地以外に供され

２０年以上経過している要件に該当しております。 

       番号３です。地区 奥津、願出者     、申請地 美杉町奥津羽根田  

    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２０４㎡。 

       これにつきましては、建物の全部事項証明書により、昭和３９年１２月１０

日に隣接宅地に居宅が建築されていることが確認できます。この宅地面積が 

７９．３３㎡で、これに対して、建物１階床面積が９５．９５㎡であることか

ら、この建物は、隣接宅地と申請地を一体利用して建築していると申請されて

おります。 

       このことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号

の規定により、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該

当するものと考えます。 
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       以上件数は３件、合計面積は１，４７８㎡で、その内訳は田が１，２７４㎡、

畑が２０４㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会

っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。これも同じ１５日に現地を確認いたしました。場所につ

きましては、一志町の小山という地域の入口の家なんですが、そこで昔からこ

の家は    をやってみえて、内容については、事務局の説明どおりですの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  
議  長   はい、ありがとうございました。２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。１５日に総合支所２名と井谷氏の４人で現地確認に行っ

てまいりました。場所につきましては、久居美杉線の川口の    というの

があるんですけれども、その向かい側ということで、事務局の説明どおり問題

はないと思いますので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。３番、お願いします。 

 

結城委員   ３番説明をいたします。この案件は、昭和３９年１２月に新築され、その際

に隣地であったその土地に申請の造成をし、宅地の一部として利用していたと。

すでに家を建てており、原形復帰をするのはまず不可能と思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号について証明することと決定した

いと思います。 

       引き続きまして、議案第６号 買受適格証明願についてを議題とします。事

務局、説明願います。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第６号 買受適格証明願（競売・公売）についてでございます。 

       番号１、地区 川口、公売対象農地 白山町川口神田   、台帳地目・現

況地目とも田で、面積９３３㎡、願出人 有限会社      代表取締役  

    です。 

       これにつきましては、営農拡大のため、三重地方税管理回収機構による公売
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に参加するための買受適格証明でございます。 

       なお、この案件につきまして、農地法第３条の規定による許可申請、農業委

員会許可の所有権移転になりますが、許可申請も同時に出ておりますので、あ

わせて審議をいただこうとするものです。 

       願出人は農業生産法人として登録され、耕作面積は３２５，９３７㎡で、農

地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると

考えます。 

       次に、番号２です。地区 石名原、競売対象農地 美杉町石名原竹川原 

    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積１９４㎡、申請人    。 

       これにつきましては、津地方裁判所による担保不動産競売に参加するための

買受適格証明でございます。また、農地法第５条第１項の規定による許可申請、

農業委員会許可の所有権移転も同時に出ておりますので、あわせて審議をいた

だこうとするものです。転用目的は、駐車場用地ですが、既に転用されており

ますので、追認という形になろうかと思います。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

       この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上件数は２件で、合計面積は、田で１，１２７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会

っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。１５日に、総合支所２名、井谷さんと４名で確認をいた

しました。場所につきましては、県道久居美杉線から    の入口がありま

して、それの西に向かって２０ｍぐらい西の右側にあります。それで、先ほど

事務局の方から説明があったとおりでございますので、ご審議のほうよろしく

お願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

藤田委員   ３９番 藤田です。昨日現地へ行ってまいりました。競売に伴う許可申請で

ございまして、何ら当地には問題が生じない、かように思っておるところでご

ざいます。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明ございましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号について証明することと決定した

いと思います。 
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       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第７号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定を議題といたします。

事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画のほうをお願いいたします。 

       表紙の次のページになります。農用地利用集積計画地区別集計表をご覧いた

だきたいと思います。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１４，７６２㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で４，６６６㎡、契約件数は１４件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借で９，６３３㎡、契約件数は２件でご

ざいます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２３，５１３㎡、契約件

数は９件でございます。 

       美杉地区につきましては、畑の使用貸借で３６２㎡、契約件数は１件でござ

います。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて４７，９０８㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて５，０２８㎡で、合計契約件数は    

２６件、合計面積は５２，９３６㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積につきましては、久居地区７件、一志地区１件、

白山地区４件、合計で１２件です。合計面積で３１，５２５㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案は全て終了いたしました。 

 

 

 

 

 

                                午後２時３５分 
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上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 
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